
奈

良

時

代

の
太

上

天

皇

と

天

皇

水

野

柳

太

郎

太
上
天
皇
の
検
討

奈
良
時
代
の
太
上
天
皇
に
つ
い
て
、
ま
ず
疑
問
が
生
じ
た
の
は
、

『続
日
本

紀
』
慶
雲
四
年

(七
〇
七
)
七
月
壬
子
条

に
記
さ
れ
て
い

る
元
明
天
皇
即
位
詔
に
、

藤
原
宮
御
宇
倭
根
子
天
皇
丁
酉
八
月
圷
、
此
食
国
天
下
之
業
丁

日
並
知
皇
太
子
之
嫡
子
、
今
御
宇
翫
天
皇
示
授
賜
而
並
坐
而
、

此
天
下
乎
治
賜
丁
譜
賜
岐
。

と
あ
る
、
太
上
天
皇
と
天
皇
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
古
く
、

本
居
宣
長
は

『続
紀
歴
朝
詔
詞
解
」
に
お
い
て
、

○
並
坐
而
云
々
は
、
文
武
天
皇
に
授
ヶ
給
ひ
な
が
ら
、
持
統
天

皇

も
、
太
上
天
皇
と
ま
し
ま
し
て
、
な
ほ
相
並
ば
し
て
、
と
も

に
政
き
こ
し
め
し
し
よ
り
な
り
。

と
し
て
い
る
が
、
太
上
天
皇
と
天
皇
と
の
関
係
の
本
質

に
つ
い
て
触

れ
る
と
こ
ろ
は
な
か

っ
た
。
本
居
宣
長
に
は
、
譲
位
し
た
天
皇
す
な

わ
ち
太
上
天
皇
の
権
能
に

つ
い
て
は
、
考
え
る
術
が
な
か

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
後
も
、
譲
位
し
た
天
皇
は
天
皇
大
権
を
放
棄
し
て
い

る
と
し
て
、
深
く
追
求
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
院
政
の
開
始
に
よ
っ
て

太
止
天
皇
が
政
治
に
関
与
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
岸
俊
男
氏
は
、
皇
権
の
所
在
を
考
え
て
、
元
明
天

　
　

　

皇
が
太
上
天
皇
と
な

っ
て
も
皇
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
論
証
さ
れ
、

こ
れ
が
契
機
と
な

っ
て
通
説
は
大
き
く
変
化

し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
い
わ
ゆ
る

「
不
改
常
典
」
の
検
討
を
通
じ
、

あ
る
い
は
太
上
天
皇
と
の
政
治
情
勢
と
の
関
連
を
通
じ
て
検
討
さ
れ

て
き
た
。
最
近
に
至

っ
て
、
春
名
宏
昭

・
橋
本
義
則
両
氏
は
、
嵯
峨

天
皇
の
譲
位
を
契
機
に
、
太
上
天
皇
の
性
格

が
変
化
し
た
と
し
て
お

　
　

　

ら
れ
る
。
春
名
氏
は
、
奈
良
時
代
の
太
L
天
皇
が
天
皇
と
と
も
に
天

皇
大
権
を
掌
握
し
て
い
た
さ
れ
た
が
、
奈
良
時
代
の
両
者
の
関
係
は

6



な
お
明
瞭
で
は
な
い
。

奈
良
時
代
の
太
上
天
皇
と
天
皇
の
関
係
は
、
古
く

『
続
日
本
紀
」

に
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
刊
本
は
本
居
宣
長
が

『
続
紀

歴
朝
詔
詞
解
」
に
誤

っ
て
行
な

っ
た
本
文
校
訂
に
従

っ
て
い
た
た
め

に
見
逃
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
校
訂
を
修
正
す
れ
は
、
『
続

日
本
紀
』

の
用
字

に
よ
っ
て
、
太
上
天
皇
と
天
皇
の
関
係
を
具
体
的
に
考
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

二

史
料
の
指
摘

奈
良

時
代
の
太
上
天
皇
と
天
皇
の
関
係
を
示
す
史
料

は
、
『
続

日

本
紀
』

の
二
つ
の
宣
命
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
関
係
部
分
を
、
古
く
は

金
沢
文
庫
に
伝
え
ら
れ
て
い
た

『蓬
左
文
庫
本
」

に
よ
り
、
字
体
は

通
用
の
も
の
に
改
あ
、
明
瞭
な
誤
字
を
括
弧

の
中
に
訂
正
し
て
引
用

す
る
と
、
第

一
は
、
巻
九
神
亀
元
年

(七
二
四
)
二
月
甲
午
条
の
聖

武
天
皇
即
位
詔
の
な
か
に
、

甲
午
。
受
禅
即
位
於
大
極
殿
。
大
赦
天
下
。
詔
日
。

(中
略
)

去
年
九
月
、
天
地
睨
大
瑞
物
顕
来
理
、
又
四
方
食
国
乃
年
実
豊
ホ
、

牟
倶
佐
加
圷
得
在
止
見
賜
而
、
随
神
母
所
念
行
ホ
、
干
都
斯
姻
皇

朕
賀
御
世
当
、
顕
見
魯
物
圷
者
不
在
。
今
将
副
座
御
世
名
丁
記
而
、

へ

　
ム
ァ
　

応
来
顕
来
留
物
勾
在
娘
志
所
念
坐
而
、
八
神
亀
二
字
御
世
乃
年
名
止

定
氏
、
改
養
老
八
年
為
神
亀
元
年
。
(下
略
)

と
あ
り
、
第
二
は
、
巻
廿
四
天
平
宝
字
六
年

(七
六
二
)
六
月
庚
戌

条
に
、庚

戌
。
喚
集
五
位
已
上
於
朝
堂
。
詔
日
。
太
上
天
皇
御
命
以
弓

卿
等
諸
語
轡
旦
久
。
朕
御
祖
太
皇
后
乃
御

命
以
朕
ホ
告
躰
岡
宮
御

宇
天
皇
乃
日
継
波
加
久
弓
絶
瞭
牟
為
。
女

子
能
継
轍
在
趾
欲
令
副
止

宣
弓
、
此
政
行
給
岐
。
加
久
為
弓
今
帝
止
立
弓
須
麻
比
久
流
問
ホ
宇

夜
也
媚
相
従
事
波
元
弦
、
斗
卑
等
乃
仇
能
在
言
燗
等
、
不
言
岐
辞
母
言

奴
不
為
伎
行
母
為
奴
。
(下
略
)

と
あ
る
。

こ
の
二

つ
の
記
事
の
中

で
、
校
訂
に
問
題
が
あ
る
の
は
、
神
亀
元

年
詔
の

「今
将
副
座
御
世
名
」
、
天
平
宝
字

六
年
詔

の

「
欲
令
副
」

と
あ
る
中
の

「
副
」

で
あ
る
。

　
ヨ

　

こ
の
二
箇
所
は
北
川
和
秀
氏
編
の

『続
日
本
紀
宣
命
』
と

『
続
日

　
　

　

本
紀

新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
校
注
に
よ
る
と
、
諸
写
本
に
は

す
べ
て

「
副
」
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
居
宣
長
の

『続
紀
歴

朝
詔
詞
解
』
以
来
、
校
注
が
完
備
す
る
も
の
は
少
な
い
が
、
上
記
の

二
本
を
含
め
、
す
べ
て
が

「
副
」
と

「嗣
」

に
改
あ
ら
れ
て
い
る
。
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『
続

日
本
紀
」
の
諸
刊
本
に
は
、
「副
」
を
誤
字
と
し
て

「
嗣
」

に
改
め
た
例
は
か
な
り
あ
る
が
、
藤
原
広
嗣

・
石
上
宅
嗣
な
ど
誤
字

と
判
明
す
る
も
の
が
多
い
。
僅
か
に
二
例

で
は
あ
る
が
、
と
も
に
宣

命

の
中

で
皇
位
継
承
に
関
す
る
部
分
に
あ
る
か
ら
、
「
副
」

の
ま
ま

で
意
味

が
通
じ
る
か
否
か
は
慎
重
に
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。

三

『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
の
校
訂

『続
紀
歴
朝
詔
詞
解
」
に
は
、
神
亀
元
年
詔
に

つ
い
て
、

○
今
将
嗣
座
御
世
名
乎

皇
太
子
の
御
世
を
詔
給

ふ
也
。
御
世

名

は
年
号
也
。
嗣
の
字
、
諸
本
副
に
誤
れ
り
。
今
改
。

と
あ
り
、

天
平
宝
字
六
年
詔
に
つ
い
て
も
、

○
欲
令
嗣
、
令
字
、

一
本
命
に
誤
る
、
嗣
字
、
諸
本
副
に
誤
る
。

と
い
う

の
み
で
、
改
訂
の
根
拠
は
本
居
宣
長

の
判
断

に
す
ぎ
な
い
。

立
野
春
節
校
訂
に
よ
る
明
暦
三
年

(
一
六
五
七
)

の
版
本
や
、
本
居

宣
長

の

『続
紀
歴
朝
詔
詞
解
」
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
校
訂
者
や
理

解
し
得

な
い
語
句
を
自
己
流
に
改
め
る
こ
と
が
多

い
。
刊
本
を
利
用

す
る
場
A
口
に
は
、

こ
の
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

上
掲

の
天
平
宝
字
六
年
詔
に
、

朕
御
祖
太
皇
后
乃
御
命
以
朕
圷
告
陀
岡
宮
御
宇
天
皇
乃
日
継
波
加

ノ
ノ

久

弓
絶

瞭
牟
為

。

女

子

能
継

漁
在

趾
欲

令

副

止
宣

弓
、

此

政

行

給
岐
。

と

あ

る

の

に

つ
い

て
も

、

本

居

宣

長

は
、

○

止
宣

弓
、

印

本

止

ノ
字

を

脱

せ

り

。

今

は

一
本

に
依

れ

り
。

さ

て
岡

宮

云

々

よ

り

こ

こ
ま

で
、

む

か

し

聖

武

天
皇

の
か

く

詔
給

ひ

て
、

孝

謙

天

皇

を

立

テ
給

へ
り

し

よ

し

な

れ

ば

、

此

宣

弓
は

聖

武

天

皇

の
詔

給

へ
る
な

り

。

さ

て
其

を
孝

謙

天
皇

に
告

給

へ

り
し

は
大

皇

后

な

れ

ば

、

大

皇

后

の
か

く

の
ご

と

く
告

げ
給

へ

り
し

よ
し

の
結

び

の
言

も

有

る

べ
き

に
、

其

言

な

け

れ

ば

宣

弓

と

い

ふ

こ
と

、

大

皇

后

の
宣

給

へ
る

に
混

ひ

て
聞

ゆ

る

を
、

こ

は
例

の
行

キ
越

シ
て

い

へ
る

文

也

。
其

よ

し

は
猶

次

に

い

は

む

。

○

此

政

行

給

岐
は
、

孝

謙

天

皇

の
御

み

つ

か

ら

の
御

事

に

て

、

朕

レ
天

皇

と

立

チ
て
、

此

天

下

の

政

を

行

ひ
給

ひ

き

と

詔

給

へ

る
也

。

上

文

宣

弓
よ

り

の
づ

ゴ
き

を

以

て
見

れ

ば

、

聖

武

天

皇

の
孝

謙

天

皇

を

立

テ
て
天

皇

と

な

し
給

へ
る
事

を

か

く

い

へ
る

如

と

聞

ゆ
れ

ど

も

然

ら

ず

。

さ

て
は
此

政

と

い
ふ
乳.口
、

穏

な

ら

ず

。

何

事

を

さ

し

て
詔

給

へ
り

と

も
弁

へ
が

た

し
。

そ
も

そ
も

此

と

こ

ろ

の
語

は
、

い
ふ

べ
き

言

を
多

く
省

き

て
、

前

へ
行

キ

越

シ
た

る
文

に

て
、

そ

を

今

具

に

い
は

ゴ
、

は

や

く

大

皇

后

の

朕

に
告

聞

せ
給

へ
る

や

う

、

む

か

し

聖
武

天

皇

の
、

云

々
と

宣
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弓
、
汝
命
を
立
テ
て
位
を
授
ヶ
給

へ
り
し
そ
と
告
聞
せ
給

へ
り
。

朕

は
件
の
ゆ
ゑ
よ
し
を
以
て
天
皇
と
な
り
て
、
年
ご
ろ
此
天
下

の
政
を
行
ヒ
給
ひ
し
そ
と
詔

へ
る
な
り
。

と
し
て
、
原
文
に
は
太
皇
后

(光
明
皇
太
后
)
の
言
と
あ
る
の
を
、

「
そ
も
そ
も
此
と
こ
ろ
の
語
は
、
い
ふ
べ
き
言
を
多
く
省
き

て
、

前

へ
行
越

た
て
る
文

に
て
、
」
と
判
断
し
、
聖
武
天
皇

の
言
葉
を
伝
え

る
光
明
皇
太
后

の
言
葉
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
皇
位
の
決
定
が
藤

原
氏
出
身
の
光
明
皇
后

に
な
し
得
る
は
ず
は
な
く
、
聖
武
天
皇

で
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
先
入
観
に
よ
る
解
釈
と
す
る
以
外
に
は
考

え
ら
れ
な
い
誤
り
で
あ
る
。

「副
」
を

「
嗣
」
と
改
め
た
の
も
、
譲
位
し
た
太
上
天
皇
が
主
で

あ
り
、
新
た
に
即
位
し
た
天
皇
が
副
で
あ
る
と
は
考
え
得
な
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
本
居
宣
長
の
解
釈
は
、
彼
が
想
定
し
た
奈
良
時
代
像

が
先
行

し
て
い
て
、
時
代
の
実
態
を
帰
納
的
に
証
明
す
る
も
の
で
は

な
か

っ
た
。
最
近
の
成
果
で
あ
る

『新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
」

の

注
に
は
、
『続
紀
歴
朝
詔
詞
解
」

に
お
け
る
改
訂
を
認
め
な

い
で
も

理
解
し
得
る
と
指
摘
す
る
例
が
か
な
り
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

四

『
続
日
本
紀
宣
命
講
』
の
校
訂

　
ら

　

金
子
武
雄
は
、
『続
日
本
紀
宣
命
講
』
に
お

い
て
、
神
亀
元
年
詔

の

「将
副
坐
」
を

「将
嗣
坐
」
と
し
て
い
る
が
、
本
文

の
頭
注
に
は

校
訂
を
示
さ
ず
、

【訓
読
】
と

【
語
釈
】
に
も
指
摘
が
な
く
、

【
通

釈
】
に

「
嗣
が
う
と
し
て
居
ら
れ
る
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

天
平
宝
字
六
年
詔
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
頭
注
に
は
、

欲
令
嗣

令
、
原
作
命
、
拠
印
本
改
、

嗣
、
原
作
副
、
拠
詔

詞
解
改

と
本
居
宣
長
の
校
訂
に
よ

っ
て
い
る
が
、

【
訓
読
】
で
は
、

○
欲
令
嗣

「欲
」
の
字
は
助
動
詞

「む
」
を
あ
ら
わ
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

ツ
ガ
シ
メ
ム
と
訓
む
。

と
し
て
い
る
。

【
語
釈
】
に
お
い
て
は
、
本
居
宣
長
の
聖
武
天
皇
の
言
を
光
明
皇

太
后
が
伝
え
て
い
る
と
い
う
見
解
を
否
定
し

て
、

○
此
の
政
行
ひ
給
ひ
き

宣
長
は

「
(
引
用
上
掲
)」
と
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
、
「政
」
は
と
い
ふ
の
は
必
ず
し
も
所
謂

「
政

治
」
の
意
味

で
は
な
く
、
天

つ
日
嗣
の
次
を
定
め
ら
れ
る
の
も

そ
れ
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
の
立
后
の
宣
命

(天
平
元
年
八
月
壬

午
詔
)

の
な
か
に
も
、
「今
め
ず
ら
か

に
新
し
き
政

に
は
あ
ら

一g一



ず
、
」
と
あ

っ
た
が
、
そ
の

「
政
」
も
立
后

の
事
を
指
し

て
居

ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
光
明
皇
后
の
御
処
置
と
考

へ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
此
の
文

の
次
あ
た
り
に
、
恐
ら

く
か
な
り
な
文
の
脱
落
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
は
れ
る
。
さ

う

で
な
い
と
下
文
と
の
意
味
の
上

で
の
連
絡
が

つ
き
か
ね
る
の

で
あ

る
。

と
云
い
、

【通
釈
】

に
お
い
て
も
、

太
上
天
皇

(孝
謙
)

の
大
命
を
以
て
、
卿
た
ち
皆
々
に
語
ら
へ

と

て
仰
せ
下
さ
れ
る
に
は
、
朕
が
御
祖
大
皇
后

(光
明
)
の
大

命
を

以
て
朕

に
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
胱

「
岡
宮

に
在

つ
て

天
下

を
お
治
め
な
さ
れ
た
天
皇

(草
壁
皇
子
)
の
日
嗣
は
、

こ

の
侭

で
は
絶
え
よ
う
と
す
る
。
女
ヱ」
の
後
継
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、

あ
な
た

(孝
謙
)
に
嗣
が
し
め
よ
う
、
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、

此

の
事
を
行
は
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
[脱
文
」
か
や
う
に
し
て
、

朕

(孝
謙
)
は
今
の
帝

(淳
仁
)
を
位
に
立

て
て
、
(下
略
)

と
し
て
い
る
。

こ
の
な
か
の
脱
文
の
存
否
は
そ
の
後
無
視
さ
れ
て
、

『続
日
本
紀
宣
命
講
」

の
解
釈
を
受
継
ぎ
な
が
ら
も
、
光
明
皇
太
后

の
言
を
孝

謙
天
皇
の
即
位
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
宣
命
の

文
章
が
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　
　

　

た
と
え
ば
、
『東
洋
文
庫

続
日
本
紀
3
」
は
、

太
上
天
皇

(孝
謙
)
の
お
言
葉
を
も

っ
て
、
卿
た
ち
皆
に
語
り

聞
か
せ
る
よ
う
に
と
仰
せ
な
さ
る
に
は
、
朕
の
母
上
の
大
皇
后

(光
明
)
の
お
言
葉
を
も

っ
て
朕

に
お
告

げ
に
な
る
に
は
、
「岡

宮

で
天
下
を
統
治
さ
れ
た
天
皇

(草
壁
皇
了
)
の
皇
統
は
、
こ

の
ま
ま
で
は
途
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

〔
そ
れ
を
防
ぐ
た
め

に
〕
女
子
の
後
継

で
は
あ
る
が
、
〔聖
武

の
あ
と
を
汝

(孝
謙
)

に
嗣
が
せ
よ
う
〕
と
仰
せ
に
な
り
、
〔そ
れ
を
う
け
て
朕

は
〕

政
治
を
行
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て

〔朕
は
淳
仁
を
〕
今

の
帝
と
し
て
立

て
て
、
(ド
略
)

と
、
ほ
ぼ

『
続
日
本
紀
宣
命
考
』
と
殆
ど
同
文

で
、
『
講
談
社
学
術

　
ア

　

文
庫

続
日
本
紀

(中
)
』
も
、

太
上
天
皇

(孝
謙
)
の
お
言
葉
と
し
て
、
卿
ら
皆
に
語
り
聞
か

せ
る
よ
う
に
仰
せ
に
な
る
に
は
、
朕

の
母
上
の
大
皇
后

(光
明
)

の
お
言
葉
を
も

っ
て
、
朕

に
お
告
げ
に
な
る
に
は
、
「
岡
宮

で

天
下
を
お
治
め
に
な

っ
た
天
皇

(草
壁
皇
子
)
の
皇
統
が
こ
の

ま
ま
で
は
途
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
を
避
け
る
た
め
に

女
子
で
は
あ
る
が
、
聖
武

の
あ
と
を
汝

(孝
謙
)
に
嗣
が
せ
よ

う
」
と
仰
せ
に
な
り
、
そ
れ
を
受
け
て
朕
は
政
治
を
行
な

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
朕
は
淳
仁
を
今

に
帝
と
し
て
立

て
て

(下
略
)
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と
、
こ
れ
も

『
続
日
本
紀
宣
命
考
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、

の
存
否

に
は
無
関
心
で
あ
る
。

五

副
の
解
釈

と
も
に
脱
文

こ
れ
ま
で
主
と
し
て
問
題
と
し
た
天
平
宝
字
六
年
詔
は
、
淳
仁
天

皇
の
行
為

を
指
弾
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
孝
謙
天
皇
が
自

身
の
即
位
の
経
過
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
。
光
明
皇
后
の
言
を
孝
謙

天
皇

の
即
位
に
関
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
金
子
武
雄
の
見
解
の
よ
う

に
、
そ

の
後
に
淳
仁
天
皇
の
即
位
に
関
す
る
脱
文
を
想
定
す
る
必
要

が
あ
る
。

光
明
皇
后
が
、
こ
の
よ
う
な
言
を
孝
謙
天
皇
に
述
べ
た
と
す
る
な

ら
ば
、

そ
の
時
期
は
天
平
十
年

(七
三
八
)
正
月
の
孝
謙
天
皇
立
太

子

の
と
き
か
、
天
平
勝
宝
元
年

(七
四
九
)
七
月
の
聖
武
天
皇
譲
位

に
際
し

て
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
ろ
聖
武
天
皇
が
発

言

で
き
な
い
ほ
ど
の
病
状

で
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
光
明

皇
后
が
聖
武
天
皇
の
言
を
伝
え
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
光
明
皇
后

の
言
は
、
聖
武
天
皇
が
崩
御
す
る
と
き
に
遺
詔
し

て
立
太
子
さ
せ
た
皇
太
子
祖
王
を
廃
し
て
、
淳
仁
天
皇
を
立
太
子
さ

せ
即
位

さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
と
、
脱
文
を
想
定

す
る
必
要
な
な
く
な
る
。

こ
の
私
見
に
対
し
疑
問
が
生
ず
る
の
は
、

「女
子
の
継
に
は
在
と

も
」
と
あ
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を

「女
子
の
継
ぎ
て
に
は
在
れ

ど
も
」
と
読
み
、
「男
子
が
皇
位
を
継
承
す
る
べ
き
で
あ
る
の
に
」

と
解
す
る
も
の
が
多
い
。
聖
武
天
皇
の
後
継
者
と
し
て
、
岡
宮
御
宇

天
皇
す
な
わ
ち
草
壁
皇
子
の
子
孫
に
は
後
を
嗣
ぐ
べ
き
男
子
が
い
な

い
か
ら
、
女
性
で
は
あ
る
が
孝
謙
天
皇
を
即
位
さ
せ
る
と
い
う
の
が

従
来
の

「副
」
を

「嗣
」
と
改
め
た
文
章
に
よ
る
解
釈
で
、
通
説
を

認
め
る
な
ら
ば
、
私
見
の
成
立
は
困
難
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
「女
子
の
継
ぎ
に
は
在
る
と
も
」
と
読
む
の
が
適
当

で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
文
章
は
全
体

と
し
て
、
「太
上
天
皇

と
な
る
女
性
の
孝
謙
天
皇
に
副

っ
て
天
皇
と
な
る
こ
と
を
、
淳
仁
天

皇
本
人
は
如
何
に
考
え
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
即
位
さ
せ
る
。
」

と
意
訳
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

岡
宮
天
皇
の
日
継
は
、
〔孝
謙
天
皇
の
が
譲
位
し

て
即
位
さ
せ

る
聖
武
天
皇
の
皇
子
は
い
な
い
か
ら
、
〕
絶
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
女
性
の
天
皇
の
後
継
ぎ
で
あ
る
か
ら
、

〔淳
仁
天
皇

は
ど

う
考
え
る
か
は
知
れ
な
い
が
、
孝
謙
天
皇
を
譲
位
さ
せ
て
、
〕

副
わ
せ
よ
う
と
思
う
と
云

っ
て
、
こ
の

〔淳
仁
天
皇
を
を
即
位

さ
せ
る
〕
措
置
を
と
ら
れ
た
。
こ
う
し

て
、

〔淳
仁
天
皇
を
〕
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今

の
天
皇
と
立

て
て
き
た
が
、

〔淳
仁
天
皇
は
〕
無
礼
な
言
動

を
お

こ
な

っ
た
。
(下
略
)

と
な
る
。

さ
ら
に
憶
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
こ
の
措
置
は
光
明

皇
太
后
が
行
な

っ
た
も

の
で
、
自
分
は
必
ず
し
も
満
足
し
て
い
な
か
っ

た
。
そ
う

で
あ
る
の
に
、
」
と
い
う
よ
う
な
孝
謙
天
皇

の
不
満

の
意

も
、
言
外

に
汲
み
取
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ

ま
で
問
題
に
し
な
か

っ
た
が
、
神
亀
元
年
詔
の

「将
嗣
坐
」

も
、
「
副

い
ま
さ
む
」
と
読
ん
で
、
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
と
き

に
は
、
元
正
天
皇
が
譲
位
し
て
太
上
天
皇
と
な
り
、
聖
武

天
皇
が
こ
れ
に
副
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「副
」
を

「嗣
」
と
改
め
る
こ
と

に
は
根
拠
が
な

く
、
「
副
」
は
太
上
天
皇
と
天
皇
と
の
関
係
を
具
体
的
に
示
し
て
い

る
と
し

て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
天
皇
が

「副
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

太
上
天
皇

を

「
正
」
ま
た
は

「主
」
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
便
宜
上

譲
位
し
た
太
上
天
皇
を

「正
」
と
す
る
の
に
躊
躇
を
感
じ
る
の
で
、

「主
」
と
表
現
し
、
太
上
天
皇
が
上
位

に
あ
り
、
天
皇
が
下
位

に
あ

る
こ
と
を
表
現
し
て
お
く
。

こ
の
意
味

の

「
副
」
の
用
例
を

『続
日
本
紀
』
に
求
め
る
と
、
天

平
七
年

(七
三
五
)
五
月
丙
子
条
に
、

丙

子
。
制
。
畿
内
七
道
諸
国
、
宜
除
国
擬
外
、
別
簡
難
波
朝
廷

以
還
譜
第
重
大
四
五
人
、
副
之
。
如
有
錐
元
譜
第
、
而
身
才
絶

倫
、
井
労
効
聞
衆
者
、
別
状
亦
副
、
並
附
朝
衆
使
申
送
。
其
身
、

限
十
二
月

一
日
、
集
式
部
省
。

と
あ
る
二
例

の

「
副
」
を
挙
げ

て
お
く
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

諸
写
本

の
原
文

に
従

っ
て
、
神
亀
元
年
詔

の

糊副
」
を
そ
の
ま
ま

認
め
る
な
ら
ば
、
慶
雲
四
年

(七
〇
七
)
秋
七
月
壬
子
条
の
元
明
天

皇
即
位
詔
に
、
「授
賜
而
、
並
坐
而
此
天
下
丁
治
賜
比
譜
賜
岐
。
」
と
い

う
の
は
、
持
統
太
上
天
皇
が
主
と
な
り
、
文
武
天
皇
が
副
と
な

っ
て

政
治
を
遂
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
持
統
太
上
天
皇
と
文
武
天

皇
と
の
関
係
が
理
解
で
き
る
。

太
上
天
皇
の
譲
位
時
と
天
皇

の
即
位
時
の
血
縁
と
年
令
の
関
係
を

比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

持
統
太
上
天
皇

祖
母

五
十
三
歳

元
明
太
上
天
皇

母

五
十
五
歳

元
正
太
上
天
皇

伯
母

四
十
五
歳

聖
武
太
上
天
皇

父

四
十
九
歳

孝
謙
太
上
天
皇

四
十

一
歳

文
武
天
皇

孫

元
正
天
皇

娘

聖
武
天
皇

甥

孝
謙
天
皇

娘

淳
仁
天
皇

十 十 十 十 十
六 二 四 六 五
歳 歳 歳 歳 歳

 

孝
謙
太
上
天
皇
は
淳
仁
天
皇
の
従
兄
の
孫
に
あ
た
る
。

淳
仁
天
皇
は
孝
謙
太
上
天
皇
の
祖
父
の
従
兄
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
く
は
年
令
の
み
な
ら
ず
親
等
に
お
い
て
も
太
上
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天
皇
が
上
位

に
あ
る
か
ら
、
主
と
副
の
関
係
が
生
ず
る
の
も
当
然

で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
太
上
天
皇
が
主
と
な
り
天
皇
が
副
と
な
る
関
係

を
考
え

て
譲
位
し
た
の
は
、
持
統
天
皇
に
始
ま
る
と
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
孝
謙
太
上
天
皇
と
淳
仁
天
皇
の
場
合
は
、
年

令
の
上
下

に
限
ら
れ
て
、
親
等
は
淳
仁
天
皇
が
上
回

っ
て
い
る
。

六

太
上
天
皇
の
権
能

譲
位

の
後
に
あ

っ
て
も
主
と
な
る
太
上
天
皇
が
、
政
務

の
す
べ
て

に
関
与

し
た
と
す
る
必
要
は
な
い
。
前
掲
し
た
天
平
宝
字
六
年
詔
の

引
用
の
後

に
見
え
る
淳
仁
天
皇
に
残
し
た

「常
紀
和
小
事
」
と
、

孝

謙
太
上
天

皇
が
行
な
う
と
云

っ
た

「国
家
大
事
賞
罰
二
柄
」

の
よ
う

に
、
日
常

的
な
政
務
や
繰
返
さ
れ
る
祭
祀
行
事
な
ど
は
天
皇
が
実
行

し
、
重
大

な
決
定
に
は
太
上
天
皇
と
合
意
の
上

で
な
さ
れ
た
と
し
て

よ
か
ろ
う
し
、
天
皇
が
年
令
を
加
え
る
に
し
た
が

っ
て
処
理
す
る
範

囲
が
増

し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
淳
仁
天
皇
は
、
何
時
か
ら
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
天
皇
大
権
の
全

て
を
行
使
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

太
上

天
皇
が
天
皇
大
権
を
保
持
し
行
使
し
て
い
た
こ
と
は
、
春
名

氏
が
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
が
、
元
正
太
上
天
皇
が
そ
の
権
能
を
行
使

し
た
例
と
し
て
は
、
『続
日
本
紀
』
天
平
十
九
年

(七

四
七
)
五
月

庚
辰
条
に
、

庚
辰
。
天
皇
御
南
苑
観
騎
射
走
馬
。
是
日
、
太
上
天
皇
詔
日
。

昔
者
、
五
日
之
節
、
常
用
菖
蒲
為
縷
。
比
来
已
停
此
事
。
従
今

而
後
、
非
菖
蒲
縷
者
、
勿
入
宮
中
。

と
あ
る
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「比
来
已
停
此
事
。」
と
い
う

の
は
、
そ
れ
が
流
行
ら
な
く
な

っ
た
と
い
う

の
で
は
な
く
、
停
止
を

命
令
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
此
二細
な
事
の
よ
う
で
あ
る
が
、
元
正
太

上
天
皇
の
意
志
に
反
す
る
措
置
の
撤
回
を
命
じ
た
記
事

で
、
太
上
天

皇
の
権
能
行
使
の
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
記
事

で
あ
る
。

元
正
太
上
天
皇
に
つ
い
て
は
、
『続
日
本
紀
』

巻
計
神
護
景
雲
三

年

(七
六
九
)
十
月
乙
未
条
の
宣
命
に
、
「新
城
乃
大
宮
圷
天
下
治
給

之
中
豆
天
皇
」
す
な
わ
ち
元
正
天
皇
の

「
後
乃
御
命
」

つ
ま
り
遺
言
が

引
用
さ
れ
た
な
か
に
、

如
是
在
牟
人
等
灘
朕
必
天
翔
給
天
見
行
之
、
退
給
比
捨
給
比
岐
良
比

給
牟
物
曾
。
天
地
乃
福
毛
不
蒙
自
。

と
あ

っ
て
、
聖
武
天
皇
と
孝
謙
天
皇
に
忠
誠
を
尽
く
さ
な
い
者

へ
の

警
告
が
、
強
い
語
調
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詔
は
、
称
徳
天
皇
が

皇
太
子
を
立
て
な
い
理
由
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
通
り

の
発
言
が
元
正
天
皇
の
遺
言
に
あ

っ
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
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強

い
権
威

を
保
持
し
て
権
能
を
行
使
す
る
太
上
天
皇
の
面
影
を
見
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

太
上
天
皇
の
創
始

持
統
天
皇
以
前
に
も
、
崩
御
し
た
天
皇

の
後
継
者
が
直
ち
に
即
位

す
る
こ
と
に
困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合
、
近
親
の
女
性
が
政
務
を
見

る
、
あ
る
い
は
即
位
す
る
前
例
が
あ

っ
た
。
『
口
本
書
紀
』

の
記
載

に
よ
る
と
、
全
て
が
事
実
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
清
寧
天

皇
崩
後

の
飯
豊
青
皇
女
の
臨
朝
乗
政
、
推
古
天
皇
の
即
位
、
皇
極
天

皇
の
即
位
と
斉
明
天
皇
の
重
詐
、
天
智
十
年

(六
七

一
)
十
月
庚
辰

条
と
天
武
即
位
前
紀
四
年

(六
七

一
)
十
月
庚
辰
条
に
見
え
る
天
武

天
皇
の
大
后

(倭
姫
)
即
位
と
大
友
皇
子
立
太
子
の
提
案
な
ど
が
そ

れ
で
あ

る
。

ま
た
皇
位
は
必
ず
し
も
直
系

に
継
承
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
近
縁

者
を
含
め
て
適
当
な
年
令

の
人
物

に
継
承
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
に

皇
女
と
結
婚
し
て
い
る
こ
と
が
有
力
な
条
件
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
適

　
　

　

当
な
年
令
と
は
、
村
井
康
彦
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
お
よ

そ
三
十
歳
で
あ

っ
た
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

持
統
天
皇
の
称
政
は
、
二
十
四
歳

の
大
津
皇
子
の
謀
反
を
押
さ
え

て
、
ま
だ
二
十
五
歳
で
妥
当
な
即
位
の
年
令

に
や
や
足
り
な
い
草
壁

皇
太
子
の
地
位
を
守
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
し

か
し
、
草
壁
皇
子
よ
り
も

一
歳
若
い
大
津
皇
子
に
即
位
の
可
能
性
が

あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
草
壁
皇
太
子
が
直
ち
に
即
位
で
き
な
か

っ

た
の
か
不
審
で
あ
る
。
持
統
天
皇
の
姉
太
田
皇
女
所
生
の
大
津
皇
子

を
正
統
と
し
、
そ
の
見
識
に
期
待
し
て
、
草
壁
皇
太
了
の
即
位
に
不

満
を
も

つ
皇
族
や
貴
族
が
多
か

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
、

大
津
皇
子
を
処
分
し
た
後
も
持
統
天
皇
は
称
制
を
続
け
、
草
壁
皇
太

子
を
即
位
さ
せ
な
か

っ
た
意
味
も
明
瞭
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
病
身

で
あ

っ
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

満
二
年
余
に
及
ぶ
天
武
天
皇
の
葬
儀
が
終
わ

っ
た
が
、
持
統
三
年

(六
八
九
)
四
月
に
は
、
草
壁
皇
太
了
が
二
十

八
歳

で
莞
去
し
た
。

翌
年
正
月
元
日
に
持
統
天
皇
即
位
し
て
い
る
。
持
統
天
皇
は
、
草
壁

皇
子
の
即
位
ま
で
中
国
の
例
に
倣
い

「垂
簾
称
制
」
を
続
け
よ
う
と

し
て
い
た
の
か
、
即
位
し
て
崩
後
に
即
位
さ
せ
る

つ
も
り
で
あ

っ
た

の
は
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
持
統
天
皇
の
計
画

は
草
壁
皇
子
の
早
世
に
よ
っ
て
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
持
統
天
皇
の
血
統
に
生
ま
れ
た
男
系
の
男
子
を
見
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

草
壁
皇
子

持
統
三
年

(六
八
九
)
莞

二
十
八
歳
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文
武
天
皇

慶
雲
四
年

(七
〇
七
)
崩

二
十
五
歳

聖
武
天
皇

天
平
勝
宝
八
歳

(七
五
六
)
崩

五
十
六
歳

皇
子

(基
王
)
神
亀
五
年

(七
二
八
)
莞

二
歳

安
積
親
王

天
平
十
六
年

(七
四
四
)
莞

十
七
歳

持
統
天
皇

の
血
統

に
は
、
男
系
の
男
子
の
数
も
少
な
い
上
に
、
同

時
に
兄
弟
が
並
ぶ
こ
と
も
な
く
、
聖
武
天
皇
を
除
い
て
は
三
十
歳
を

越
え
て
生
存
す
る
も
の
も
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
持
統
天
皇
系
に

は
兄
弟

間
の
皇
位
継
承
を
選
択
す
る
余
地
は
な
く
、
見
掛
け
の
上

で

は
草
壁
皇
子

・
文
武
天
皇

・
聖
武
天
皇
と
敵
子
に
よ
る
皇
位
継
承
が

行
な
わ
れ
た
。

こ
れ
が
皇
位
継
承
の
本
質
で
あ
る
か
の
よ
う
な
見
解

も
あ
る
が
、
結
果
か
ら
見
る
と
偶
然
の
所
産
で
、
天
武
天
皇
以
前
と

桓
武
天
皇
以
後

の
皇
位
継
承
は
、
そ
れ
を
嫡
長
子
に
限
る
と
す
る
意

識
の
存
在
を
示
し
て
い
な
い
。

持
統
天
皇
が
草
壁
皇
太
子
莞
去
の
後
に
即
位
し
た
の
は
、
皇
位
継

承
に
不
確
定
な
要
素
が
あ
る
と
き
、
女
帝
が
立

つ
慣
例
に
し
た
が

っ

た
と
い
え
る
。
従
来
と
異
な
る
点
は
、
草
壁
皇
太
子
の
実
子
文
武
天

皇
の
即
位
を
期
待
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
持
統
天
皇
が
、
譲
位

し
て
文
武
天
皇

の
即
位
を
確
実
に
し
よ
う
と
、
何
時
か
ら
構
想
し
て

い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

文
武

天
皇
の
立
太
子
は
、
持
統
十
年

(六
九
六
)
七
月
に
高
市
皇

子
が
莞
去
し
た
後
、
約
半
年
の
翌
年
二
月
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
文
武

天
皇
を
立
太
子
さ
せ
な
か

っ
た
の
は
、
太
政
大
臣
高
市
皇
子
の
存
在

を
考
慮
し
て
の
こ
と
か
、
持
統
天
皇
の
崩
後

に
文
武
天
皇
が
即
位
で

き
る
保
証
は
な
い
と
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
武
天
皇
を
持
統
天

皇
の
生
前
に
即
位
さ
せ
て
、
既
成
事
実
を
作

り
上
げ
た
の
が
立
太
子

か
ら
約
半
年
の
八
月

一
日
で
あ
る
か
ら
、
譲
位
の
構
想
が
確
定
し
た

時
期
の
下
限
を
高
市
皇
子
の
莞
後
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。

天
皇
が
後
継
者
の
決
定
に
大
き
く
左
右
し
得
た
こ
と
は
、
天
皇
の

意
志
が
殆
ど
実
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
文
武
天

皇
立
太
子
に
際
し
て
、
皇
族
を
含
む
会
議
が
開
か
れ
、
議
論
が
別
れ

た
と

『
懐
風
藻
」
の
葛
野
王
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
恐
ら

く
持
統
天
皇
の
意
志
を
付
度
し
た
で
あ
ろ
う
葛
野
王
の
発
言
に
よ

っ

て
、
文
武
天
皇
は
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
、
引
続
い
て
即
位
し
た
。

文
武
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
皇
后
に
な
ら
な
か

っ
た
元
明
天
皇
が

即
位
し
た
の
は
異
例
で
、
文
武
天
皇
の
遺
詔

に
よ
り
実
行
さ
れ
た
。

元
正
天
皇
も
未
婚
の
皇
女
で
あ

っ
て
、
異
例

の
即
位
が
元
明
天
皇
の

譲
位
詔
に
よ

っ
て
実
現
し
た
。
聖
武
太
上
天
皇
は
、
遺
詔
に
よ

っ
て

新
田
部
親
王
の
子
道
祖
王
を
皇
太
子
と
し
た
。
道
祖
王
が
人
格

に
か

け
る
と
し
て
廃
太
子
さ
れ
た
後
、
藤
原
豊
成
等
の
高
官
を
集
め
た
会

議
が
開
か
れ
て
候
補
者
が
推
薦
さ
れ
て
い
る
が
、
孝
謙
天
皇

の
意
志
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を
聞
く

べ
き
で
あ
る
と
す
る
藤
原
仲
麻
呂
の
発
言
が
あ
り
、
孝
謙
天

皇
が
淳
仁
天
皇
を
指
名
す
る
と
、
異
論
な
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
天
皇

の
後
継
者
選
定
は
、
無
限
定
に
行
な
わ
れ

た
の
で
は
な
い
。
甚
だ
特
殊
な
例

で
は
あ
る
が
、
称
徳
天
皇
は
、
宇

佐
八
幡

の
神
託
を
理
由

に
道
鏡

に
譲
位
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
和
気
清
麻
呂
が
同
じ
神
託
に
よ
り
否
定
し
て
処
罰
さ
れ
た
。

そ
の
後
も
道
鏡
の
即
位
が
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
の
は
、
表
面
化
し
な

か

っ
た
に
せ
よ
皇
族
や
貴
族
層
の
反
感
が
強
く
、
譲
位
を
強
行
し
得

な
か

っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

持
統
五
年

(六
九

一
)
正
月
か
ら
神
亀
元
年

(七
二
四
)
二
月
ま

で
、
女
性
を
含
む
皇
族
や
高
級
貴
族
に
大
量
の
食
封
を
、
何
度
も
賜

与
し
て
い
る
。

こ
れ
に
は
、
「浄
御
原
令
」
と

「大
宝
令
」

の
禄
令

施
行
の
記
事
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
持
統
天
皇

の
即
位
以
来
の
異
例

の
皇
位
継
承
に
対
す
る
不
満
を
緩
和
す
る
意
味

を
持

つ
も
の
も
多

い
と
思
わ
れ
る
。

持
統
天
皇
の
意
志
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
正
面
か
ら
の
反
対
は
な

く
、
文
武
天
皇

の
了
承
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
異
例

で
あ

っ
て
、
元
明
天
皇
は
慶
雲
四
年

(七
〇
七
)
七
月
の
即
位
詔
に

お
い
て
、
元
明
天
皇
即
位
を
遺
詔
し
た
文
武
天
皇
に
つ
い
て
、

関
母
威
岐
藤
原
宮
御
宇
倭
根
子
天
皇
丁
酉
八
月
圷
、
此
食
国
天
下

之
業
乎
日
並
知
皇
太
子
之
嫡
了
、
今
御
宇
距
天
皇
圷
授
賜
而
、
並

坐
而
此
天
下
乎
治
賜
比
譜
賜
岐
。
是
者
関
母
威
岐
近
江
大
津
宮
御

宇
大
倭
根
子
天
皇
乃
、
与
天
地
土
ハ長
与

日
月
共
遠
不
改
常
典
止

立
賜
比
敷
賜
舗
法
乎
受
被
賜
坐
而
、
行
賜
事
止
衆
被
賜
而
、
恐
美

仕
奉
姻
短
羅
詔
命
乎
衆
聞
宣
。

と
弁
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。

百
疋
者
」
が

「授
賜
而
」
か
ま
た
は

「並

坐
而
此
天
下
丁
治
賜
比

譜
賜
岐
」

の
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
両
者
を
指
す

の
か
、

的
確
な
解
釈
は
ま
だ
見
当
ら
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
文
武
天
皇
の

遺
詔
に
よ

っ
て
異
例
の
即
位
を
す
る
元
明
天
皇
に
と

っ
て
は
、
遺
詔

し
た
文
武
天
皇

の
即
位
が
違
法
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
遺
詔
そ
の
も
の

が
無
効

に
な
る
か
ら
、
弁
明
の
必
要
を
感
じ

た
の
で
あ
ろ
う
。
文
武

天
皇

の
即
位
が
異
例
の
も
の
で
、
こ
の
時
期

に
も
不
満
を
持

つ
も
の

が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
初
め
て
現
わ
れ
る

「近
江
大
津
宮
御
宇
大
倭
根
子
天
皇
乃

与
天
地
土
ハ長
与
日
月
共
遠
不
改
常
典
」
は

「不
改
常
典
」
と
略
さ
れ

て
通
用
し
て
い
る
が
、

こ
れ
を
皇
位
継
承
法
と
す
る
見
解
が
通
説
で

あ
る
。
し
か
し
、
「不
改
常
曲
ハ」
を
皇
位
継

承
法
と
す
る
な
ら
ば
、

法

の
内
容
を
復
元
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
努
力
が
欠
如
し
て
い
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る
。
文
武

天
皇
の
即
位
が

「不
改
常
典
」
に
適
合
す
る
と
い
う
な
ら

ば
、
野
明
天
皇
や
孝
謙
天
皇
の
よ
う
に
、
即
位
し
な
い
皇
子
の
子
や

孫
、
天
皇

の
孫
や
曾
孫
の
即
位
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
女

帝
に
関
す
る
規
定
も
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
継
承

順
位
の
規

定
が
な
く
て
は
、
継
承
法
と
は
云
え
な
か
ろ
う
。

岸
俊
男
氏
は
、
元
正
太
上
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
厳
戒

の
措
置
が

採
ら
れ
た

の
は
、
皇
太
子
の
地
位
の
不
安
定
に
よ
る
と
し
て
お
ら
れ

る
。
し
か
し
、
元
明
天
皇
と
元
正
天
皇
の
二
代
に
わ
た
る
異
例
の
即

位
に
よ
る
皇
位
を
、
さ
ら
に
確
保
し
て
聖
武
天
皇
に
伝
え
る
こ
と
に

不
安
が
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

八

太
上
天
皇
の
推
移

持
統
天
皇
は
、
大
宝
元
年

(七
〇

一
)
に
皇
子
聖
武
天
皇
が
誕
生

し
た
の
を
見
て
、
翌
年
崩
御
し
て
い
る
。
文
武
天
皇
が
二
十
五
歳
で

早
世
し
た

こ
と
ま
で
予
想
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
文
武
天
皇
が

そ
の
後
三
十
年
在
世
し
て
い
れ
ば
、
聖
武
天
皇
は
無
事
即
位
で
き
た

は
ず
で
あ
る
。
再
び
女
帝
の
即
位
を
挟
ん
で
、
聖
武
天
皇
を
即
位
さ

せ
る
こ
と

に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
慶
雲
三
年

(七
〇
六
)
六
月
、
二
十
四
歳

に
す
ぎ
な
い

文
武
天
皇
の
発
病
は
、
新
た
な
問
題
を
生
じ
た
。
唯

一
の
皇
子
聖
武

天
皇
は
僅
か
に
六
歳
で
あ
る
。
元
明
天
皇
即
位
詔
に
よ
る
と
、

こ
の

と
き
文
武
天
皇
は
母
親
の
元
明
天
皇
に
譲
位

の
意
向
を
伝
え
た
が
、

元
明
天
皇
は
辞
退
し
て
い
る
。
元
明
天
皇
は
、
そ
の
後
文
武
天
皇
の

遺
詔
に
よ

っ
て
即
位
す
る
か
ら
、
こ
の
辞
退

は
元
明
天
皇
の
能
力
不

足
に
よ
る
と
は
云
え
な
い
。
譲
位
し
て
太
上
天
皇
と
な
る
文
武
天
皇

が
、
母
親
の
天
皇
に
対
し
て
主
と
な
る
の
を
避
け
た
の
と
、
元
明
天

皇
に
即
位
の
資
格
が
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

慶
雲
四
年

(七
〇
七
)
四
月
庚
辰

(十
三

日
)
に
、
日
並
知
皇
子

す
な
わ
ち
草
壁
皇
太
了
の
忌
日
が
国
忌
と
さ
れ
て
、
天
皇

・
皇
后
と

等
し
い
祭
祀
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
元
明
天
皇
は
皇
太
后
に
匹
敵

す
る
身
位
を
得
た
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
直
後
、
同
月
壬
午

(十
五

日
)
に
は
、
藤
原
不
比
等
に
二
千
戸
の
食
封
が
与
え
ら
れ
た
の
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に

「親
王
已
下

四
位
已
上
及
内
親
王

・

諸
王

・
嬬

・
命
婦
」
に
も
食
封
が
益
さ
れ
た
と
あ
る
記
事
は
問
題
に

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
元
明
天
皇
の
即
位
を
容
易
に
す
る
方
策
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
武
天
皇
が
回
復
し

て
、
在
世
す
れ
ば
問
題

は
な
く
な
る
。
も
し
崩
御
に
到
っ
て
も
、
元
明
天
皇
と
幼
年
の
聖
武

天
皇
の
関
係
は
祖
母
と
孫

で
あ
る
か
ら
、
持
統
天
皇
と
文
武
天
皇
の

関
係
を
前
例
と
し
て
、
元
明
天
皇
が
即
位
す

る
こ
と
を
予
定
し
た
方
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策
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
文
武
天
皇
の
遺
詔
は
、
元
明
天
皇
の
資
格

を
重
ね

て
裏
付
け
す
る
意
味
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

慶
雲

四
年

(七
〇
七
)
六
月
に
文
武
天
皇
が
崩
御
し
て
、
翌
月
元

明
天
皇
が
即
位
し
た
。
持
統
天
皇
が
創
始
し
た
太
L
天
皇
は
、
前
例

を
拡
大
解
釈
し
た
形
で
継
続
さ
れ
た
。
元
正
天
皇

の
即
位
は
、
元
明

天
皇
の
即
位
に
増
し
て
異
例
で
あ
る
。
皇
后
は
も
と
よ
り
、
皇
太
妃

で
も
な
か

っ
た
、兀
正
天
皇
の
即
位
は
、
素
直

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と

は
思
わ
れ
な
い
。

元
正
天
皇
は
、
幼
時
か
ら
特
殊
な
人
物
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
す

で
に
僅

.一歳
の
か
天
武
十

一
年

(六
八
.
一)

に
元
正
天
皇

(
日
高
皇
女
。
新
家
皇
女
)
の
病
の
為
に
大
赦
が
行
な
わ
れ
、
成
年

に
達
し

て
も
独
身
を
保

っ
て
い
た
。
和
銅
七
年

(L」
一
四
)
正
月
に

食
封

一
千
戸
が
与
え
ら
れ
、
翌
八
年

(七

一
五
)
正
月
に
は
、
知
太

政
官
事
穂
積
親
王
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
に
行
な
わ
れ
な
か

っ
た

一

品
が
叙
位
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
皇
太
子
聖
武
天
皇
が
始
め
て
.兀
日
の

拝
朝
を
し
た
と
き
、
慶
雲
が
出
現
し
た
瑞
祥
を
祝

っ
て
行
な
わ
れ
、

時
に
元
正
天
皇
は
三
十
六
歳
、
前
年

に

一
千
戸
の
食
封
が
賜
与
さ
れ

て
い
る
。
穂
積
親
王
が
知
太
政
官
事

に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
と
す

る
と
と
も
に
、
元
正
天
皇
が
他
に
比
類
が
な
く
天
皇
に
相
応
し
い
女

性
で
あ

る
と
宣
言
す
る
意
味
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
叙
位
で
あ
る
。

聖
武
天
皇
は
、
和
銅
七
年

(七

一
四
)
六
月
に
十
四
歳
で
立
太
子

し
元
服
し
た
。
父
の
文
武
天
皇
は
十
五
歳
で
即
位
し
て
い
る
が
、
早

世
し
た
凶
例
と
し
て
、
即
位
を
遅
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
翌
霊
亀

元
年

(七

一
五
)
八
月
に
霊
亀
が
出
現
し
た
直
後
、
九
月

一
日
に
元

明
天
皇
は
元
正
天
皇
に
譲
位
し
、
和
銅
七
年
を
霊
亀
元
年
と
改
元
し

た
。
こ
れ
以
後
、
宝
亀
元
年

(七
七
〇
)
の
光
仁
天
皇
即
位
ま
で
、

即
位
と
立
太
子
は
、
祥
瑞
出
現
に
応
じ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ

ら
も
、
異
例
の
即
位
や
立
太
子
を
A口
理
化
す
る
た
め
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。

草
壁
皇
太
子
の
血
統
を
引
く
人
物
に
皇
位
を
伝
え
よ
う
と
す
る
た

め
に
、
異
例
の
立
太
了
や
即
位
が
続
け
ら
れ
た
が
、
偶
然

の
事
態

の

発
生
に
よ
っ
て
、
新
た
な
方
策
が
採
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

一

応
の
慣
例
が
成
立
し
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

持
統
天
皇
は
持
統
f

一
年

(六
九
七
)
二
月
に
文
武
天
皇
を
皇
太

子
に
立
て
、
半
年
足
ら
ず
の
八
月
に
譲
位
し

て
い
る
。

こ
れ
が
先
例

と
な

っ
た
の
か
、
太
L
天
皇
が
崩
御
し
て
葬
儀
や
服
喪

の
期
間
が
過

ぎ
る
と
、
天
皇
は
あ
ま
り
間
を
置
か
ず
に
皇
太
子
に
譲
位
す
る
慣
例

が
で
き
た
。

元
正
天
皇
は
、
元
明
太
上
天
皇
が
養
老
五
年

(七
一
、
一
)
レ
ニ
月

に
崩
御
す
る
と
、
満
三
年
余
後
の
神
亀
元
年

(七
二
四
)
二
月
に
譲
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位
し
た
。

聖
武
天
皇
は
、
天
平
二
十
年

(七
四
八
)
四
月
に
元
正
太

上
天
皇
が
崩
御
す
る
と
、
翌
天
平
勝
宝
元
年
七
月
に
譲
位
し
た
。
さ

ら
に
、
聖

武
太
上
天
皇
が
天
平
勝
宝
八
歳

(七
五
六
)
に
崩
御
す
る

と
、
廃
太

子
と
橘
奈
良
麻
呂
の
変
を
挟
む
が
、
孝
謙
天
皇
は
天
平
宝

字
二
年

(七
五
八
)
に
譲
位
し
て
い
る
。
全
て
三
年
以
内

の
譲
位

で

あ
る
。

ま
た
。

天
平
十
七
年

(七
四
五
)
九
月
に
聖
武
天
皇
が
難
波
宮

で

発
病
し

て
危
篤
に
陥
り
、
月
末
に
平
城
京
に
帰
還

で
き
る
ま
で
に
回

復
し
た
。

天
平
十
九
年

(七
四
七
)
の
元
日
に
も
廃
朝
し
、
賜
宴
は

行
な
わ
れ
た
が
、
「寝
膳
違
和
、
延
経
歳
月
。」
と
の
理
由

で
大
赦
を

行
な

っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
聖
武
天
皇
は
四
十
七
歳
、
在
位
二
十
四

年
に
及
び
、
孝
謙
天
皇
も
三
十
歳

で
立
太
子
の
後
十
年
に
な
る
か
ら
、

譲
位
が
あ

っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
聖
武
天
皇
の
譲
位

は
、
元
正
太
上
天
皇
の
封
後
に
な
ら
な
い
と
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
太
上
が
複
数
に
な
る
こ
と
か
ら
、
混
乱
が
生
じ
る
の
を
避
け

て
い
る
た
あ
と
考
え
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
に
は
、
二
代
の
太
上
天
皇

が
併
存
す

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

天
平
宝
字
八
年

(七
六
四
)
十
月
壬
申

(九
日
)
に
孝
謙
太
上
天

皇
が
淳
仁
天
皇
を
廃
位
し
た
直
後
、
丁
丑

(十
四
日
)
に
発
し
た
連

続
す
る
詔

に
は
、

詔
日
。
諸
奉
侍
上
中
下
乃
人
等
乃
念
娘
末
、

国
乃
鎮
肚
皇
太
子
丁
置

定
妹
心
毛
安
久
於
多
比
仁
在
止
、
常
人
乃
念
云
所
仁
在
。
然
今
乃
間

此
太
子
乎
定
不
賜
在
故
方
、
人
乃
能
麟
武
念
天
定
翫
必
能
縦
不
在
。

天
乃
不
授
所
乎
得
天
在
人
方
、
受
厭
全
久
坐

物
乱
不
在
、
後
仁
壊
。

故
是
以
天
念
方
、
人
乃
授
横
依
毛
不
得
、
力
乎
以
天
競
儲
物
乱
不
在
。

猶
天
加
舳
流
授
儲
人
方
在
娘
牟
念
天
定
不
賜
霰
院
祝
。
此
天
津
日
嗣
位
丁

朕

一
利
貧
天
後
乃
継
乎
不
定
肚
仁
不
在
。
今

耽
紀
間
方
念
見
定
鉾
天
乃

授
賜
莇
所
方
漸
漸
現
捺
武
念
厭
奈
定
不
賜
勅
御
命
乎
、
諸
聞
食
止
勅
。

復
勅
久
。
人
人
己
蹴
殿
此
人
丁
立
天
我
功
成
止
念
天
君
位
乎
謀
、
窃
仁

心
乎
通
天
人
丁
伊
佐
奈
比
瀕
齢
牟
莫
。
己
洞
衣
不
成
事
乎
謀
趾
先
祖
乃

門
毛
滅
継
毛
絶
。
自
今
以
後
加
明
仁
貞
岐
心
乎
以
天
可
仁
久
仁
止
念

耕
移
事
煉
瀧
教
賜
勅
秣
仁
奉
侍
止
勅
御
命
丁
、
諸
聞
食
止
勅
。

と
あ

っ
て
、
「
国
の
鎮
め
と
皇
太
子
を
置
き
定

て
し
心
も
安
く
お
だ

ひ
に
在
と
」
と
し
て
、
皇
太
子
決
定
が
人
心

の
安
定
を
招
く
と
し
て

い
る
。

天
平
十
年

(七
三
八
)
正
月
の
孝
謙
天
皇
立
太
子
に
も
、
信
濃
国

か
ら
献
上
さ
れ
た
神
馬
の
瑞
祥
が
伴

っ
て
い
る
。
女
性
の
立
太
子
も

異
例

で
あ
る
が
、

こ
の
時
に
は
、
安
積
親
王

が
十

一
歳

で
、
即
位
ま

で
に
約
二
十
年
を
要
し
、
聖
武
天
皇

の
後

に
女
帝
が
必
要

で
あ
る
と

考
え
て
、
即
位
を
予
定
す
る
女
性
孝
謙
天
皇

を
皇
太
子
と
し
た
と
考

一19



え
ら
れ
る
。

こ
の
後
に
光
明
皇
后
に
男
子
の
誕
生
を
期
待
し
て
い
て

も
、
ま
た
藤
原
武
智
麻
呂
の
娘
南
夫
人
、
藤
原
房
前
の
娘
北
夫
人
に

期
待
し

て
い
た
と
し
て
も
差
支
え
な
い
。
安
積
親
王
の
即
位
の
可
能

性
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
そ
の
時
期
に
聖
武
天
皇
唯

一
の
皇

子
が
安
積
親
王
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
即
位
を
否
定
す
る
根
拠

に
欠
け
よ
う
。

孝
謙

天
皇

の
立
太
子
は
、
元
正
天
皇
を
前
例
と
し
て
、
独
身
の
皇

女
の
即
位
が
可
能
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
異

例
で
あ
る
か
ぎ
り
補
強
の
必
要
が
あ
る
。
『続

日
本
紀
』

天
平
ト
五

年

(七

四
三
)
五
月
辛
丑

(五
日
)
条
に
は
、
皇
太
r
孝
謙
天
皇
が

五
節
の
舞
を
舞

い
、
聖
武
天
皇
は
皇
太
子
が
礼
と
楽
を
修
め
た
こ
と

を
確
認
し
て
ほ
し
い
と
、兀
正
太
L
天
皇
に
奏
L
し
、
元
正
太
ヒ
天
皇

が
舞
は
遊
事

で
は
な
く
君
臣

・
祖
子
の
理
を
示
す
も
の
と
し
て
、
祝

賀
の
和
歌
を
添
え
て
詔
報
し
た
と
あ
る
。
孝
謙
天
皇
が
天
皇
と
な
る

資
格
を
備
え
て
い
る
と
、
聖
武
天
皇
と
天
正
太
ヒ
天
皇
が
と
も
に
確

認
し
た
儀
礼

で
あ
る
。

し
か
し
、
天
平
十
七
年

(七
四
五
)
九
月
に
難
波
宮
で
聖
武
天
皇

が
重
態

に
陥

っ
た
と
き
に
、
橘
奈
良
麻
呂
が
、

陛
下
枕
席
不
安
、
殆
至
大
漸
。
然
猶
無
立
皇
嗣
。
恐
有
変
乎
。

と
佐
伯
全
成
に
告
げ
た
と
、
天
平
宝
字
元
年

(七
五
七
)
七
月
庚
戌

条
に
見
え
る
。
天
平
十
七
年

(七
四
五
)
に
は
孝
謙
天
皇
が
皇
太
子

で
あ
る
の
に
、
「皇
嗣
」
が
な
い
と
い
う
の
は
不
審

で
あ
る
と
云
わ

れ
る
が
、
前
年

に
安
積
親
王
が
突
然
に
莞
去
し
て
い
る
の
で
、
聖
武

天
皇
の
崩
後

に
皇
太
子
孝
謙
天
皇
が
即
位
す

る
と
し
て
も
、
そ
の
後

の
男
子

の
後
継
者
が
不
明
で
あ
る
と
云
う
意
味
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
よ
う
に
女
帝
は
そ
れ
自
身
で
完
結
す
る
存
在
で
は
な
く
、
正

式
に
皇
太
了
に
な

っ
て
い
な
く
て
も
、
男
子

の
後
継
者
が
想
定
さ
れ

な
く
て
は
、
不
安
定
な
政
情
が
生
ま
れ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
淳
仁

天
皇
の
廃
位
に
伴

っ
て
、
皇
族
や
貴
族
も
孝
謙
太
上
天
皇
の
後
継
者

を
推
測
も
で
き
な
い
状
況
に
あ

っ
た
。
こ
れ

に
つ
づ
く
天
平
宝
字
八

年

(七
六
四
)
十
月
「
丑
詔
で
は
、
孝
謙
天
皇
は
前
半
の
詔
に
皇
位

を
独
占
す
る
の
で
は
な
く
天
意
に
添
う
人
物

の
出
現
を
待

つ
と
述
べ
、

後
半
の
詔
で
は
皇
太
子
推
載
の
動
き
に
警
告

し
て
い
る
。

こ
の
時
の
孝
謙
太
上
天
皇
の
身
位
は
、
太
上
天
皇
か
重
詐
し
た
天

皇
か
、
翌
年
の
大
嘗
祭
ま
で
は
明
瞭
で
は
な

い
が
、
皇
太
子
を
選
定

す
れ
ば
、
天
皇
ま
た
は
太
上
天
白王
が
空
位

で
あ
る
か
ら
、
早
い
時
期

に
皇
太
了
の
即
位
が
要
望
さ
れ
よ
う
。

こ
の
場
合
、
聖
武
天
皇
の
皇

f
を
即
位
さ
せ
る
た
め
に
独
身
を
通
し
て
き
た
孝
謙
太
上
天
皇
は
、

淳
仁
天
皇
と
の
対
立
と
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
を
経
験
し
て
そ
の
再
現
を
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恐
れ
る
と
と
も
に
、
後
に
道
鏡
に
譲
位
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
後

継
者
選
定

の
基
準
す
ら
見
失

っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

孝
謙
太
上
天
皇
は
そ
の
後
も
立
太
子
を
せ
ず
、
翌
天
平
神
護
元
年

(七
六
五
)
三
月
に
、
再
び
皇
太
子
擁
立
運
動

に
警
告
す
る
と
と
も

に
、
淳
仁
天
皇
復
辟

の
動
き
を
禁
じ
て
い
る
。
淳
仁
天
皇
が
天
皇
と

し
て
不
適
格

で
な
い
と
す
る
も
の
も
あ

っ
て
、
孝
謙
天
皇
の
態
度
に

不
満
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

同
年
十

一
月
に
重
詐
に
よ
る
大
嘗
祭
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
後
も

称
徳
天
皇
は
、
先
に
祥
瑞

に
よ
り
天
意

に
適
う
人
物
を
皇
太
子
を
決

定
す
る
と
い
い
な
が
ら
、
天
平
神
護
二
年

(七
六
六
)
十
月
に
は
舎

利
出
現
が
あ
り
、
神
護
景
雲
元
年

(七
六
七
)
六
月
十
七
日

・
七
月

十
日

・
七
月
二
三
日
の
瑞
雲
出
現
に
よ
り
改
元
し
な
が
ら
も
、
皇
太

子
を
決
め
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
神
護
景
雲
三
年

(七
六
九
)
九
月

に
、
和
気
清
麻
呂
の
神
託
報
告
に
よ
り
道
鏡

へ
の
譲
位
が
挫
折
し
た

直
後

の
十
月
乙
未
朔
に
、
天
正
天
皇
と
聖
武
天
皇

の
遺
言
を
引
用
し

て
自
己

へ
の
忠
誠
を
要
求
し
、
み
た
び
皇
太
子
擁
立

に
警
告
し
た
。

九

太
上
天
皇
の
変
化

『続

日
本
紀
」
宝
亀
元
年

(七
七
〇
)
八
月
癸
巳
条

に
は
、

八
月
癸
巳
。
天
皇
崩
干
西
宮
寝
殿
。
春
秋
五
十
三
。
左
大
臣
従

一
位
藤
原
朝
臣
永
手

・
右
大
臣
従
二
位
吉
備
朝
臣
真
備

・
参
議

兵
部
卿
従
三
位
藤
原
朝
臣
宿
奈
麻
呂

・
参
議
民
部
卿
従
三
位
藤

原
朝
臣
縄
麻
呂

・
参
議
式
部
卿
従
三
位
石
上
朝
臣
宅
嗣

・
近
衛

大
将
従
三
位
藤
原
朝
臣
蔵
下
麻
呂
等
、
定
策
禁
中
、
立
諦
為
皇

太
子
。
左
大
臣
従

一
位
藤
原
朝
臣
永
手
受
遺
宣
日
。
今
詔
久
。

事
卒
然
圷
有
依
天
、
諸
臣
等
議
天
、
白
壁
王
波
諸
王
能
中
仁
年
歯
毛

長
骸
。
又
先
帝
乃
功
毛
在
故
仁
太
了
止
定
一ア奏
流
麻
示
麻
示
定
給
飾
勅

畝
宣
。
遣
使
固
守
三
関
。
(下
略
)

と
あ
る
。
称
徳
天
皇
が
遺
詔
し
た
と
い
う
の
を
疑
う
こ
と
も
で
き
る

が
、
と
に
か
く
右
大
臣
以
下
の
合
議
の
結
果
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。

皇
位
が
臣
下
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
も
、
皇
太
子
を
立

て
な
か

っ

た
結
果
の
異
例
で
あ
る
。
十
月
己
丑
朔
の
光
仁
天
皇
即
位
詔
に
は
、

白
亀
二
頭
の
出
現
の
瑞
祥
が
記
さ
れ
、
改
元
さ
れ
て
い
る
。
翌
十

一

月
に
は
井
上
内
親
王
を
皇
后
に
立
て
、
宝
亀
二
年

(七
七

一
)
正
月

に
は
井
上
内
親
王
所
生
の
他
戸
親
王
を
皇
太
子
に
立

て
た
。

井
上
皇
后
は
、
宝
亀
三
年

(七
七
二
)
三
月
に
、
巫
盤
に
坐
し
て

廃
せ
ら
れ
、
五
月
に
他
戸
親
王
も
謀
反
大
逆

の
人

の
子
を
皇
太
了
と

し
て
お
け
な
い
と
し
て
廃
せ
ら
れ
た
。
宝
亀

四
年

(七
七
三
)
正
月

に
三
七
歳
の
桓
武
天
皇

(山
部
親
王
)
を
皇
太
子
に
立

て
た
。
こ
の
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年
の
十
月
丙
辰

(十
七
日
)
に
、
光
仁
天
皇
の
姉
二
品
難
破
内
親
王

が
莞
去
し

た
が
、
辛
酉

(十
九
日
)

に
井
上
内
親
王
が
難
破
内
親
王

を
厭
魅
し

た
と
し
て
、
他
戸
王
と
と
も
に
大
和
国
宇
智
郡
の
没
官
の

宅
に
幽
閉
さ
れ
、
宝
亀
六
年

(七
七
五
)
四
月
母
子
は
同
日
に
卒
し

た
。
こ
の
巫
盤

・
厭
魅
と
廃
皇
后

・
廃
太
子
は
、
桓
武
天
皇
を
即
位

さ
せ
る
陰
謀
に
よ
り
、
同
日
の
死
亡
も
暗
殺
で
は
な
い
か
と
す
る
説

も
あ
る
。

し
か
し
、
光
仁
天
皇
は
即
位

の
年

に
六
十
三
歳
で
、
称
徳
天
皇
よ

り
も
十
歳

の
年
長
で
あ

っ
た
。
遺
詔
に
述
べ
ら
れ
た
選
定
理
由
の
他

に
も
、
聖
武
天
皇
の
皇
女
井
上
内
親
王
を
妃
と
し
て
い
た
こ
と
も
考

慮
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
光
仁
天
皇
は
即
位
時
に
す
で
に
老
齢
で
あ

っ

た
が
、
在
位
十
二
年
七
十
三
歳

で
こ
の
年
十
二
月
に
崩
御
す
る
天
応

元
年

(七
八

一
)
四
月
ま
で
譲
位
せ
ず
、
八
十
年
近
く
行
な
わ
れ
て

き
た
持
統
天
皇

に
始
ま
る
太
上
天
皇
と
天
皇
の
併
存
を
実
行
し
な
か

っ

た
。他

戸
親
王

の
年
令
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
母
親
の
井
上
内
親
王

の
立
場

に
立

つ
と
、
太
上
天
皇
が
不
在
で
あ
る
か
ら
、
持
統
天
皇
以

来

の
慣
行

に
従

っ
て
高
齢
の
光
仁
天
皇
が
早
期
に
譲
位
し
、
他
戸
親

王

の
即
位

が
実
現
す
る
よ
う
望
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。

譲
位

の
意

志
が
な
い
光
仁
天
皇
と
の
問
に
意
見

の
齪
酷
が
生
じ
て
、

井
上
内
親
王
が
巫
嶺

・
厭
魅
を
行
う
に
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

同
様
な
例
は
、
桓
武
天
皇
の
時
期
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
桓
武
天

皇
は
四
十
五
歳

の
天
応
元
年

(七
八

一
)
四
月
辛
卯

(三
日
)
に
、

光
仁
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
即
位
し
、
翌
日
弟
で
三
十
二
歳
の
早
良

親
王
を
皇
太
子
と
し
た
。
後
の
平
城
天
皇
が
ま
だ
八
歳
で
あ

っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
が
、
早
良
親
王
の
廃
太
子
が
天
智
天
皇
陵

・
聖
武
天
皇

陵

・
光
仁
天
皇
陵
に
報
告
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
光
仁
天
皇
の
意
志
に

よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
同
月
壬
寅

(十
四
日
)
の
即
位
詔
に
は
、

天
応
改
元
の
美
雲
出
現
の
大
瑞
に
触
れ
る
と

こ
ろ
は
な
い
。

皇
太
了
と
な

っ
た
早
良
親
王
は
、
出
家
し

て
東
大
寺
や
大
安
寺
に

い
て
親
王
禅
師
と
い
わ
れ
た
か
ら
、
光
仁
天
皇
即
位
の
後
還
俗
し
た

ら
し
い
。
延
暦
四
年

(七
八
五
)
九
月
乙
卯

(
二
三
日
)
に
藤
原
種

継

の
暗
殺
が
あ
り
、
早
良
親
王

に
関
係
す
る
造
東
大
寺
司
と
春
宮
坊

の
官
人
や
大
伴

・
佐
伯
両
氏

の
多
く
が
犯
人
と
さ
れ
た
。
『
日
本
紀

略
」

に
よ
る
と
、
こ
の
暗
殺
は
早
良
親
王
に
進
言
し
て
行
な
わ
れ
、

早
良
親
王
は
即
日
乙
訓
寺

に
置
か
れ
て
絶
食

し
、
十
余
日
後
に
船
で

淡
路
に
移
送
さ
れ
る
途
中
、
高
瀬
橋
辺
で
死
亡
し
た
。

こ
の
事
件
も
、
皇
太
子
の
地
位
の
不
安
定

と
人
伴

・
佐
伯
両
氏
を

陥
れ
る
陰
謀
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
春
宮
大
夫
人
伴
家
持
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以
下
、
春
宮
坊
や
造
東
大
寺
司
の
官
人
な
ど
早
良
親
王

に
関
係
す
る

一
味
が
、
桓
武
天
皇
の
譲
位
に
よ
る
早
良
親
王
の
早
期
の
即
位
に
よ
っ

て
、
利

益
に
預
か
ろ
う
と
し
て
起
こ
し
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
桓
武

天
皇
は
光
仁
天
皇
以
上
に
譲
位
の
意
志
が
な
く
、
大
同
元
年

(八
〇

六
)

の
崩
御
ま
で
在
位
を
続
け
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
皇
太
子
の
身
位
が
不
動
の
も
の
で
あ

っ
た

と
は
云
え
な
い
に
し
て
も
、
廃
太
子
の
理
由
を
他
に
求
め
る
余
地
が

あ
る
。
道
祖
王
が
人
格
の
欠
如
と
し
て
廃
さ
れ
た
の
と
、
皇
太
子
の

周
辺
が
、
持
統
天
皇
以
来
の
例
に
倣
い
、
天
皇
の
譲
位
と
皇
太
子
の

即
位
が
早
期

に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
引
き
起
こ
し
た
も
の
と

に
区
別

で
き
る
。
持
統
天
皇
以
来
の
異
例
の
皇
位
継
承
は
、
そ
れ
な

り
に
慣
例
と
さ
れ
て
い
た
が
、
光
仁
天
皇

・
桓
武
天
皇
と
二
代
に
渉

っ

て
、
そ
の
慣
例
に
従
う
意
志
は
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
平
城
天
皇
は
十
二
歳
で
即
位
し
て
、
大
同
元
年

(八
〇

六
)
に
三
十
三
歳

で
即
位
す
る
が
、
大
同
四
年

(八
〇
九
)
に
風
病

を
理
由

に
弟
の
嵯
峨
天
皇

に
譲
位
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
後
平

城
に
移

っ
て

「
二
所
朝
廷
」
を
出
現
さ
せ
て
い
る
の
は
、
持
統
天
皇

以
来
の
権
能
を
保
持
す
る
太
上
天
皇

の
姿
と
変
わ
り
が
な
い
。

弘
仁
元
年

(八

一
〇
)

の
薬
子
の
乱
の
後
に
な

っ
て
も
、
嵯
峨
天

皇
は
平
城
太
上
天
皇
を
追
求
し
な
か

っ
た
と
、
春
名
氏
は
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
元
明
天
皇
が
、
即
位
の
遺
詔
を
受
け
た
文
武
天

皇
即
位
の
正
当
性
を
即
位
詔
で
弁
明
し
た
の
と
同
様
に
、
平
城
太
L

天
皇
の
身
位
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
嵯
峨
天
皇
自
身
の
即
位

の
正
当
性

が
失
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

薬
子
の
乱
を
境
に
し
て
平
城
太
上
天
皇
の
権
威
が
損
な
わ
れ
た
の

に
伴
い
、
太
上
天
皇
が
統
治
に
関
与
し
な
く
な
り
、
春
名

・
橋
本
両

氏
の
指
摘
の
よ
う
な
太
上
天
皇
の
性
格
の
変

化
が
本
格
的
に
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
太
上
天
皇
が
主
と
し
て
権
能

を
保
有
し
、
天
皇
が
こ

れ
に
副
う
と
い
う
奈
良
時
代
の
慣
例
か
ら
、

譲
位
と
と
も
に
権
能
を

も
委
譲
し
、
「太
上
天
皇
」

の
尊
号
を
受
け

て

「臣
」
と
称
し
、
後

院
に
移
り
乗
輿
を
辞
退
し
て
、
天
皇
大
権

の
委
譲
を
明
確
に
し
て
い

る
。

こ
こ
に
平
城
太
上
天
皇
と
嵯
峨
太
上
天
皇
、
嵯
峨
太
L
天
皇
と

淳
和
太
上
天
皇
と
、
二
代
の
太
上
天
皇
の
併
存
が
可
能
と
な

っ
た
。

十

結

持
統
天
皇
か
ら
桓
武
天
皇
に
至
る
皇
位
の
継
承
は
、
結
果
か
ら
見

る
と
、
男
子
の
誕
生
が
少
な
く
ま
た
成
年
に
達
し
な
い
こ
と
が
多
い

家
系
に
限
ろ
う
と
し
て
生
じ
た
異
例
の
連
続

で
あ
る
。
政
治
情
勢
も

そ
の
影
響
を
受
け
て
混
乱
し
た
。
そ
の
な
か

で
生
ま
れ
た
太
上
天
皇
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は
、
薬
子

の
乱
を
契
機
と
し
て
性
格
が
大
き
く
変
化
し
、
天
皇
大
権

委
譲
し

て
尊
号
と
な
り
、
最
後
は
光
格
太
上
天
皇

に
至

っ
た
。
し
か

し
、
太
上

天
皇
が
天
皇
に

「臣
」
と
称
す
る
の
は
、
国
家
的

の
名
分

に
よ
る
礼

で
あ

っ
て
、
家
父
長
権
を
も
失
う
も
の
で
は
な
い
の
は
当

然
で
あ
る
。

奈
良
時
代

に
つ
い
て
も
、
拙
稿
は
現
象
面
の
考
察
に
お
わ

っ
て
、

「
不
改
常
典
」
の
内
容
を
は
じ
め
と
し
て
、
個
別
の
太
上
天
皇

に

つ

い
て
も
検
討
す
る
べ
き
こ
と
を
多
く
遺
し
て
い
る
。
し
か
し
、
奈
良

時
代
の
太
上
天
皇
の
概
観
を
通
じ
、
天
皇
の
性
格
を
理
解
す
る
う
え

に
何
程
か
を
付
加
え
た
と
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
、
今
後

の
検
討

を
待
ち
た

い
。

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

『
続

日
本
紀
宣
命

校
本

・
総
索
引
」
(
吉
川
弘
文
館
)

一
九
八
二
年
。

一
二

・
五

一
頁
。

『
続

日
本
紀

二

新
日
本
古
典
文
学
大
系
」

(
岩
波

書
店

)

一
九

九
〇
年
。

一
四
〇
頁

・

『
同

三
」

四
〇
八
頁
。

金
子
武
雄

『
続
日
本
紀
宣
命
講
」

(東
京

図
書
出

版
株

式
会

社
)

一

九

四

一
年
。
八
五

・
二
四
二
頁
。

直
木
孝
次
郎
他
訳
注

『
続
日
本

紀
3
東
洋
文
庫

5
2

4
』

(
平

凡
社

一
九
九
〇
年
)
。
九
三
頁
。

宇
治
谷
孟

「
続
日
本
紀

(中

)
全

現
代

語
訳

講
談
社
学
術
文
庫

1

0
3
1
」

(講
談
社
)

一
九

九
二
年
。

二
八
三
頁
。

村
井
康
彦

一
王
権

の
授
受
ー
不
改
常
典

を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(
国

際

日

本
文
化
研
究

セ
ン
タ
i
紀
要

『
日
本
研
究
」
第

1
集
)

.
九
九
〇
年
。
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(注

1
)

 

(
2
)

岸

俊
男

[元
明
太
上
天
皇
の
崩
御

-
八
世
紀

に
お
け
る
皇
権
の
所
在

1
」

(
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
」
塙
書
房
)

一
九
六
六
年
。

春
名
宏
昭

一
太
上
天
皇
制

の
成
立
」

(『
史
学
雑
誌
」
第

九
九
編

第
二

号
)

一
九
九
〇
年
。

橋
本
義
則

[
古
代
御
輿
考
」

(上
横
手
雅
敬
監

修

井
上

満

郎

・
杉

橋
隆
夫
集

『
古
代

・
中
世

の
政
治
と
文
化
」
思
文

閣
出
版

)

一
九
九

四
年
。


